
 令和５年度庁議報告事項 

 第２回庁議（２０２３年６月６日）            健康福祉部障害福祉課 

                           

【件名】中野区重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業の利用上限時間の拡充につい

て 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

１ 事業の概要 

本事業は、中野区重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業実施要綱に基づき、重 

症心身障害児（者）又は医療的ケア児の健康の保持と介護する家族等の介護に係る負担

の軽減を図ることを目的として実施している。事業内容については、１回あたり２時間

から４時間の範囲で訪問看護ステーションの看護師等が被介護者の居宅を訪問し、医療

的なケアや食事、排泄の介助等を行っている。 

平成２８年１０月から重症心身障害児（者）を対象に事業を開始し、平成２９年７月 

に医療的ケア児も対象に加えている。 

 なお、本事業は東京都の補助対象となっており、経費の１／２が補助される。 

 

２ 拡充の内容 

令和５年４月１日より、東京都の「在宅レスパイト・就労等支援事業補助金交付要 

綱」が改正され、１会計年度あたりの利用登録者の利用上限時間が９６時間から１４４ 

時間に拡充された。 

これに伴い、中野区においても同様に拡充する。 

 

３ 対象者 

  利用登録者 ４１名（うち令和４年度利用者２５名） 

 

４ 実施日 

  令和５年４月１日 

 

５ その他 

利用登録者及び関係事業所に周知を行う。 

 

 

 


